
徳島県立病院医療安全対策委員会設置要綱

（目的）

第１条 県立病院内で発生した徳島県立病院医療事故公表基準（以下「公表基

準」という。）に規定する個別公表医療事故及び包括的公表医療事故につい

て、原因の分析・究明及び再発防止策等の評価・提言を行い、組織的な医療

事故防止に資するため、徳島県立病院医療安全対策委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。

（用語の定義）

第２条 この要綱における「医療事故」、「個別公表」及び「包括的公表」とは

公表基準に規定するところによる。

（任務）

第３条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 個別公表した医療事故についての原因分析及び再発防止策への評価・

提言に関すること

(2) 包括的公表する医療事故についての公表内容に関すること

(3) 医療事故の情報交換に関すること

(4) その他医療事故防止に関すること

（委員会の構成）

第４条 委員会は、医療安全に関する専門的知識を有する者から、徳島県病院

局長が委嘱した７人以内の委員によって構成する。

２ 委員の任期は、原則として２年とする。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任することができる。

（会長及び副会長）

第５条 委員会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員が互選し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

（会議）

第６条 委員会の会議は、会長が招集する。

２ 会長は、必要に応じて、事故の関係者その他必要と認める者に会議への出

席を求め、必要な事項について意見等を求めることができる。

３ 会議は、非公開とする。

４ 会議の結果について、その概要をプライバシーに充分配慮しながら、県の

ホームページ上に掲載し公表する。



（守秘義務）

第７条 委員会の委員として知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。

（事務局）

第８条 委員会の事務局は病院局総務課に置く。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。



□徳島県立病院医療安全対策委員会委員

（五十音順・敬称略・令和２年１０月１日現在）

職 名 氏 名

徳島県医師会常任理事（医療安全担当） 石 本 寛 子

徳島大学大学院医歯薬学研究部教授 岩 佐 幸 恵

徳島大学病院副院長兼安全管理部長 加 藤 真 介

徳島県看護協会第一副会長 木 田 菊 恵

弁護士 田 中 浩 三

徳島県薬剤師会理事 中 井 久 美

徳島赤十字病院医薬品情報管理係長 萩 歩 美


